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（１）将来都市像

栃木市の将来像

Ⅱ　

　本市のまちづくりの基本姿勢として、住民アンケート調査の結果等を踏まえながら、基本構想
の「将来都市像」を以下のとおり設定し、市民と行政が一体となってまちづくりに取り組んでい
くための目標として共有していきます。

　この基本構想が市民にとってより身近に感じられ、親しみのもてるものとなるよう、「基本構
想の将来都市像」を分かり易く言い表し、市民が口ずさむことのできる合言葉として、基本構想の
「キャッチフレーズ」を設定します。

基本構想 将来都市像

基本構想 キャッチフレーズ

“自然”“歴史”“文化”が息づきとは

“みんな”が笑顔のあったか栃木市とは

 

○郊外に広がる水・緑の眩しい自然のなかで、多くの人々がアウトドアスポーツや観光
　を楽しみ、豊かな田園が市民の心や食を潤しています。
○市内にはしっとりとした蔵の街並みがたたずみ、この地に縁のある先人たちが残した
　貴重な文化財が大切に受け継がれ、祭りになれば豪華絢爛な山車が街なかを練り歩
　きます。

○“自然”“歴史”“文化”をはじめとする魅力的な資源が、地域のおもてなしの心とともに静
　かに来訪者を迎え楽しませています。
○産業団地では力強いつち音や機械の音が響き、物や情報が活発に往来するなかで、多く
　の市民や企業が活き活きと生産活動に従事しています。
○市民の誰もが快適な住環境のなかで豊かな市民サービスを享受し、栃木市に住んで良
　かったと大きな満足感を覚えています。

○栃木市に住んでいる人たちはもちろん、栃木市に来て学ぶ人や働く人、観光で訪れる人
　たちみんなが、心和み、安らぎを感じながら、活き活きと暮らし、様々に活動することので
　きる、自然に満ちた快適で居心地のよいまちづくりを目指していくことを表現するもの
　です。
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《土地利用構想図》

❶ 土地利用構想

（２）都市の骨格
　本市の将来の基本的な枠組みや基盤となる“土地利用”“人口”“財政”について、その方向性
を明らかにします。

　将来の都市の姿を形作る土地利用構想を次のとおり定めます。
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❷ 人口の見通し

　将来人口については、本市に暮らし、訪れる人達を「まちづくり人口」と捉え、生活基盤整備等
の面で重要な指標となる「定住人口」と、活力や賑わいの目安となる「交流人口」の目標値を設
定します。

　国立社会保障・人口問題研究所が公表した、2010年（平成２２年）の国勢調査人口を基準とす
るコーホート要因法の推計結果（社人研推計）によると、本市の人口は2022年に１４万８千人程
度にまで減少するものと見込まれています。
　一方で、2015年（平成27年）の時点において、国勢調査人口の実績値が推計による数値を約
１千４百人程度上回るなど、人口減少のペースは平成22年当初の見込みよりも緩和されており、
本市のこれまでの人口減少問題に対する様々な施策の効果がうかがえる傾向となっています。

■まちづくり人口の設定

《栃木市の人口の見通しと目標》

《定住人口の予測：社人研推計》

まちづくり人口の目標値 … ［定住人口］154,000人
（2022年） ［交流人口］ 37,000人（一日当たり）
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　転入人口の増加や転出人口の抑制、出生人口の増加につながる、安全・安心で快適な生活環
境の整備による魅力的な住まいの場づくり、企業誘致や産業基盤の整備による働く場としての機
能強化、安心して子どもを生み育てることのできる環境の充実など、人口減少傾向を更に緩和す
る効果的な取組の展開を念頭に、2022年の目標人口を１５万４千人と設定します。

《定住人口の目標値の設定》

　他市町や他県から本市を訪れ、働き、学び、楽しむ人達を交流人口と位置づけ、観光機能の強
化、雇用の場の創出、教育環境の充実など、まちの活力や賑わいを更に高め、多様な交流を活発
化させる取組の展開を念頭に、2022年の目標人口を一日当たり３万７千人と設定します。

《交流人口（一日当たり）の目標値の設定》
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❸ 財政の見通し

　現行の行財政制度に基づき、総合計画に掲げる主な事業を反映した財政運営が継続されるも
のと仮定し、今後５年間の歳入・歳出を推計すると、歳出が歳入を５０億円上回る厳しい財政運営
が続くことが見込まれます。
　こうした厳しい財政状況のな
か、さらなる歳入の確保に取り組
みつつ、内部経費の縮減、職員の
定数削減、補助金等の整理統合
など、歳出の抑制を徹底し、行政
改革大綱・財政自立計画の着実
な実施や※行政評価システムによ
る事務事業の選択と集中により、
将来にわたり持続可能な財政運
営を図っていきます。

■歳入・歳出の予測

《栃木市の財政の見通し》
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644.0
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643.5
647.5
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625.5
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640.0
640.0
623.0
644.0

行革等後の歳入
行革等後の歳出
行革等前の歳入
行革等前の歳出

Plan

Do

Check

Action

◎総合計画の策定
　・基本構想
　・基本計画
　・実施計画
◎行政改革大綱の策定
◎個別計画等の策定
◎予算編成

◎政策・施策・事務事業の実施

◎行政評価の実施
　・政策評価
　・施策評価
　・事務事業評価

◎政策・施策・事務事業の見直し、
　優先順位の再設定
◎予算への反映
◎総合計画・個別計画等の見直し

《※栃木市マネジメントサイクル》
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❶ 市民生活の姿

（３）3つの姿
　将来都市像の実現を図るため、本市のまちづくりを“市民生活”“地域”“市民活躍”の視点で
捉えた“３つの姿”を示し、栃木市の一体化や特色づくりに向けた大切な取り組みとして、地域間
格差のないサービスの提供や、各地域の特性を活かした環境づくりを両立して進めるとともに、
行政と市民の協働体制の確立に努めるものとします。

　栃木市に暮らす人の誰もが、生活の※ライフステージに応じた、平等なサービスを享受すること
のできる環境の実現を目指します。

１ 誕生・幼年期：育つ段階
　　　　　 （概ね0～4歳）
○子育て家庭への支援
○保育サービスや幼児教育の充実

２ 少年期：学ぶ段階
　  （概ね5～14歳）
○良好な教育環境づくり
○充実した医療体制づくり
○子どもの健全育成の支援

３ 青年期：巣立つ段階
　　 （概ね15～24歳）
○文化に親しむ機会の提供
○スポーツを楽しむ環境づくり
○青少年の健全育成の支援
○社会参画に対する意識啓発

４ 壮年期：働く段階
　 （概ね25～44歳）
○就労の支援・雇用の創出
○様々な交流の機会の提供

６ 中年期：熟す段階
　 （概ね45～64歳）
○健康づくりへの支援
○地域コミュニティの環境づくり

８ 全てのライフステージ
○安全・安心な環境づくり
○健康づくりや医療、介護
　などの福祉が充実した
　環境づくり
○良好な居住環境づくり
○移動しやすい環境づくり
○生涯学習の環境づくり
○男女共同参画の環境づくり

○充実した福祉サービスの提供
○生涯現役社会の環境づくり

７ 高年期：実る段階
　 （概ね65歳以上）

５ 妊娠・出産期
○安心して妊娠・出産
　ができる環境づくり

※）各ライフステージは厚生労働省資料等をもとに大別
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❷ 地域の姿
　合併後の栃木市において、各地域それぞれの個性や市民の思いを尊重し、地域の資源を活かし
た特色あるまちづくりを展開します。

○都市的機能の充実と地域資源の保全活用
○良好な住環境の創出
○均衡ある産業振興による新たな雇用の創出
○交通拠点施設周辺の整備促進

○新大平下駅周辺エリアの整備
○太平山南山麓広域交流拠点の形成
○栃木駅南部エリアの整備
○安全・安心な住環境の形成
○スポーツ・文化振興エリアの整備
○産業誘導エリアの整備

○渡良瀬遊水地エリアの活性化
○三毳山エリアの活性化
○藤岡駅周辺整備
○地域資源エリアのネットワーク化
○産業基盤整備の強化
○地域資源を活用した子育て環境の充実
○高齢者がいきいきと過ごせる環境整備
○地域の実情に合った医療環境の整備

○都賀インターチェンジ周辺の整備
○里地里山の環境を活かした※グリーンツ
ーリズムの推進
○都市環境の整備
○コミュニティ活動の推進
○つがの里を中心とした観光施設の充実と
イベントの開催
○公共施設の活用によるイベントの開催
○新たな道路ネットワークの形成

○中心地区形成プロジェクトの推進
○道の駅と連携した交流拠点整備
○真名子地区生活環境の整備
○都市機能の整備
○魅力ある観光資源・施設の整備
○地域文化・歴史等の継承

○岩藤大規模開発の推進
○駅周辺エリアの整備
○三毳山東山麓エリアの活用
○国道５０号沿線地区の整備
○都市基盤の整備
○子育て環境の充実
○地域性を活かした特色ある文化の振興

《まちづくりの方向》

栃木Ⅰ

大平Ⅱ
岩舟Ⅵ

藤岡Ⅲ

都賀Ⅳ

西方Ⅴ

区　分

Ⅰ 栃木地域

Ⅳ 都賀地域

Ⅴ 西方地域

Ⅵ 岩舟地域

Ⅱ 大平地域

Ⅲ 藤岡地域
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❸ 市民活躍の姿
　「まちづくりは人づくり」という考え方に基づいた人材の育成を図るとともに、個々の市民や
団体のそれぞれの活躍の場・活躍のステージの充実に努めます。

○市民と行政の協働の強化
○人材の育成

○※地域会議等による活動
○※ＮＰＯによる活動
○ボランティア団体による活動
○自治会による活動
○企業による活動
○市民による活動

○交流・連携の強化によるネット
ワークづくり

○市民活動の支援体制の充実
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１ 協働の強化 ３ 交流・連携の強化

４ 支援体制の充実２ 活動の充実
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Ⅱ基本方針　　 心地よく暮らせるまちづくり

Ⅳ基本方針　　 健康で生きがいを持てるまちづくり

Ⅴ基本方針　　 健やかに人を育み学び続けられるまちづくり

Ⅰ基本方針　　 かけがえのない自然に優しいまちづくり

Ⅲ基本方針　　 安全安心で快適に暮らせるまちづくり

環境と共生した※循環型社会の構築を目指し、豊かな自然環境をかけがえのない財
産として次世代に引き継ぐとともに、※自然エネルギーへの取り組みや環境に負荷を
かけない持続可能なまちづくりを進めます。

市民生活の舞台・装置となる、良質な住環境の形成、道路・公園等の生活基盤の整
備、楽しく買い物のできる商業環境の形成、活力ある企業活動を支える産業基盤の整
備、暮らしの利便性を高める情報通信環境の整備、便利な公共交通機関の充実、誇り
や愛着の持てる美しい街並みの形成等により、誰もが心地よく、安らぎを感じながら、
満足して住み続けることのできるまちづくりを進めます。

誰もが快適に安心して暮らせるよう、災害に強い都市環境の形成、あらゆる場面を
想定した防犯・防災体制の強化、生活の根幹に関わる様々な不安の解消に向けた取り
組みの推進等により、市民の生命・財産を守ることのできるまちづくりを進めます。

誰もが健やかに住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療体制の強化や市民の
日常的な健康づくり活動の支援を行うとともに、高齢者や障がい者の生活を見守る環
境の形成、子育てを応援する環境の充実など、地域で支え合うことのできるまちづく
りを進めます。

市民一人ひとりが学び続け、あらゆる分野での活躍が図られるよう、地域の持つ豊
かな歴史・伝統・文化を守り活かしながら、将来を担う心身ともに健やかな人材の育
成、生涯を通して学び社会に貢献することのできる環境の整備等により、将来にわた
り人材と文化を育むことのできるまちづくりを進めます。

32

2

（１）まちづくりの７つの基本方針

栃木市のまちづくりの体系

　施策の重要度や優先的に取り組むべき事務事業の分布状況、将来の※シーズに配慮した現行
組織機構とのバランス等を考え合わせ、栃木市のまちづくりにおける７つの基本方針を設定します。

　本市の将来像の実現を効果的・効率的に進めていくため、栃木市総合計画の骨格となるまち
づくりの体系を次のとおり整理します。



Ⅵ基本方針　　 いきいきと働き賑わいのあるまちづくり

Ⅶ基本方針　　 共に考え共に築き上げるまちづくり

豊かで活力のあるまちづくりを目指し、地域資源や立地特性を活かした産業の振興、
新たな産業基盤の整備による雇用の創出、社会経済動向を踏まえた企業の誘致、地域
の交流を活発化させる魅力ある観光の推進等により、地域経済が元気になり、人々が
いきいきと働くことのできるまちづくりを進めます。

地方分権の進展に対応した自立したまちづくりに向け、一体感のある栃木市の創出
を念頭に、適正な行財政運営の推進、地域の特性に応じた市民によるまちづくり、市
民活動や地域活動を支える市民団体・※コミュニティ組織への支援、市民一人ひとりが
お互いを認め合う環境の形成等を図ることにより、市民と行政が共に考え共に築いて
いくまちづくりを進めます。
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（２）組織横断の３つのプロジェクト
　従来どおりの縦割りの手法による対応では難しい、横断的な体制により優先的かつ重点的に
取り組むべき一連の取組を組織横断の３つのプロジェクトとして位置づけ、全庁的な合意のもと
に積極的な推進を図ります。

ͤ㸧ࡕ࡙ࡲ ࣮࣡࢟ࡢࡾࡃ せ⣲࡞ษ࡛ୖࡿࡍタᐃࢆ࣐࣮ࢸࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡁࡴ⤌ࡾྲྀ㸸㔜Ⅼⓗࢻ࣮

ࢣࣥఫẸࡢᇶᮏᵓ⟇ᐃࠋࡢࡶࡿ࡞�ࠉ ࠋᢕᥱࡾࡼㄪᰝࢺ࣮
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　まちづくりのキーワードである「安全・安心（防災・防犯等）」
「優しさ・生きがい（社会福祉・生涯学習等）」の視点から、「い
のち」をテーマに設定し、関連する一連の施策をプロジェクトに位
置づけます。

❶ 「いのち」に関する施策をまとめた横断的プロジェクト

　まちづくりのキーワードである「豊か・活力（商業施設、企業誘致
等）」「暮らし・住環境（基盤整備・交通環境等）」「※循環型社会（※ク
リーンエネルギー・※エコタウン等）」の視点から、「ちから」をテーマ
に設定し、関連する一連の施策をプロジェクトに位置づけます。

❷ 「ちから」に関する施策をまとめた横断的プロジェクト

　まちづくりのキーワードである「人づくり・健やか（教育・子育て・健
康等）」「美しさ（山や川・街並み・環境美化等）」「調和・創造（新市
の一体感・地域づくり等）」の視点から、「たから」をテーマに設定
し、関連する一連の施策をプロジェクトに位置づけます。

❸ 「たから」に関する施策をまとめた横断的プロジェクト
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